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  関㇂ ಇᖾ（医療法人♫ᅋḠ助会 ྜྷ⚈ᑎ病院 స業療法ኈ）ۑ

▼ᶫ ளᕼ子・ᑠ㔝ἑ ㈗子・Ύ⃝ ᗣఙ（医療法人♫ᅋḠ助会 ྜྷ⚈ᑎ病院） 

 

㸯 ࡵࡌࡣ 

医療法人♫ᅋḠ助会 ྜྷ⚈ᑎ病院は����年に開タした、

ᮾி㒔のㄪᕸᕷと୕㮚ᕷの境目にある精神⛉༢⛉の病院で

ある。医療的治療のみならず、♫会的治療として「家族会」

の導入や♫会ᖐࢭンター（ࣜハࢸࣜࣅーࣙࢩン）のタ⨨

など᪩くから行ってきた。また、入院治療では、精神⛉ᩆ

ᛴ病Ჷ（スーࣃーᩆᛴ病Ჷ）と精神⛉ᛴ性期治療Ჷを備え

᪩期治療・᪩期介入を行っている。 

デイケアでは、以前から就労をᕼᮃする࣓ンࣂーに対し

ハローワーク（以下「㹆㹕」という。）同行や就労支援事

業所への⛣行支援という形で就労支援を実施してきた。し

かし、デイケアэ就労支援事業所へのὶれの中で᪂たな人

間関ಀのᵓ⠏やホ౯など就労までに時間がかかり、ࣔチ

ンがప下するケースがከくみられた。また、就労ࣙࢩー࣋

⛣行事業所から就労するも、中ࠎ定着せず医療機関との連

携もタイムࣜーに行えずデイケアを再用するケースも少

なくない。 

その中で今回医療機関の強みを活かしたࠗデイケア型ワ

ンストࣉࢵ就労支援ࣉロࢢラム࠘を❧ࡕ上ࡆたので報࿌す

る。 

 

㸰 ❧ࡢࡆୖࡕ⤒⦋ 

ཌ生労ാ┬が提言するࠗ福祉、ᩍ育、医療から雇用への

⛣行᥎進事業࠘の中において医療から雇用へのὶれが᥎進

されている。 

内㛶ᗓ、ཌ生労ാ┬が、ࠗ福祉から雇用へ᥎進㸳か年ィ

⏬࠘をᖹ成��年に提言。そのὶれをỮみ現在、内㛶ᗓ、ཌ

生労ാ┬は、 

・生活支援と就労支援、医療の支援の一体したࣔデル（ᖹ

成2�年㸱月��日ཌ生労ാ┬࿌示➨��7ྕ、障害者雇用対

⟇ᇶ本方㔪➨2���2、➨����2） 

・医療機関における就労支援のྲྀり⤌み・連携を促進する

ࣔデルᵓ⠏（ᖹ成2�年㸱月��日ཌ生労ാ┬࿌示➨��7ྕ、

障害者雇用対⟇ᇶ本方㔪 ➨�����） 

・福祉、ᩍ育、医療等から雇用への一ᒙの᥎進のために、

㹆㹕やᆅᇦ障害者職業ࢭンター、障害者就業・生活支援

ンターを始めとするᆅᇦの関ಀ機関がᐦ接に連携してࢭ

職場実⩦の᥎進や雇用前の雇入れ支援から雇用後の職場

定着支援までの一㈏した支援を実施する。 

（ᖹ成�0年㸱月 障害者ᇶ本ィ⏬ 㸲̺㸶�（１）̺１） 

の一連の法ᚊ⩌により精神障害者の就労支援について医療

機関によるその重要性が指されている。 

また、ᖹ成27年度より「一部㹆㹕が、精神⛉医療機関と

チームを⤌み、ᙜヱ医療機関を用する精神障害者の就労

を支援するࣔデル事業を実施して、就労⋡70㸣の成果を上

 ている（全ᅜཌ生労ാ関ಀ部ᒁ㛗会㆟ ᖹ成�0年１月ࡆ

ཌ生労ാ┬職業安定ᒁより）」。       

さらに、ᖹ成��年㸲月に日本医師会⥲合ᨻ⟇◊✲機ᵓよ

り発表されたࠗ日本の医療のࢢランࢻデࢨイン20�0࠘の中

で、「就労支援強デイケアの☜❧がᛴົであり、デイケ

アにジࣙࢥࣈーチや(PSOR\PHQW 6SHFLDOLVW（以下「㹃㹑」

という。）を㓄⨨し、ࣉロࢢラムの開発、実施、精神障☀

者の可能性とᕼᮃのඃඛ、就労業☜保、+:等関ಀ機関と

のㄪ整等により、就労強の実現が可能であるとうたわれ

ている（������շ࢜�より）。」 

そして何よりも、ᙜ院デイケアを用されているከくの

࣓ンࣂーが就労をᕼᮃしている。 

上グのὶれを㋃まえ、医療から雇用そして定着までを行

うࠗデイケア型ワンストࣉࢵ就労支援ࣉロࢢラム࠘を❧ࡕ

上ࡆることにした。 

 

 ᴫせࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉᑵປᨭࣉࢵࢺࢫᆺ࣡ࣥࢣࢹ ３

��� ᮏேࡢᨭయไ࠸ࡘ  ࡚

今回の❧ࡕ上ࡆにあたり、今まで行ってきたࠗಶู担ᙜ

ไ࠘を見┤し、主にࣉロࢢラムの運Ⴀや職場開ᣅ、就労後

の業ㄪ整などを行うࠗ就労支援担ᙜ（㹃㹑）࠘を᪂たに

㓄⨨した。また、生活ᇶ┙のㄪ整や状ࢥントロールのた

めのストレスࢿ࣐ジ࣓ントを行うࠗ生活支援担ᙜの&DVH 

0DQHJHU（以下「㹁㹋」という。）࠘とチームを⤌み支援

していく体ไをᵓ⠏した。 

そして、このチームと精神⛉医師・┳護師・බㄆ心理

師・స業療法ኈ・精神保福祉ኈの㸳職✀からᵓ成される

ᑓ門的ከ職✀チーム（0XOWL 'LVFLSOLQDU\ 7HDP（以下

「㹋㹂㹒」という。）が定期的に本人のࢽーズをỮみྲྀり、

支援ィ⏬のస成、進ᤖ状ἣの☜ㄆ、本人の状をࣔࢽタࣜ

ンࢢしながらാき続けるための支援の強を図った。 

��� ᑵປ࠸ࡘ࣒ࣛࢢࣟࣉ  ࡚

就労ࣉロࢢラムでは、今までのᒃ場所的な要⣲をなくし、

意図的に負Ⲵをかけ就労後に必要となるストレス対ฎス࢟

ル（職場・ࣉライ࣋ート）・ࢭルフケアやࢭルフࣔࢽタࣜ

ンࢢなどの自ᕫ⟶理能ຊ・理解やാくことの意味・ポジ

な♫交性などࠗ就労ができる࠘ではなく本人の自ᕫࣈࢸ
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実現のためにࠗ就労してാき続けることができる࠘ための

就労‽備性を意識したものとした。この࣓インࣉロࢢラム

と合わせㄽ理的思考を㣴うࠗロジカルࢩン࢟ンࣉ、࠘ࢢレ

るຊ・༠ຊしてస業するຊを㣴うンຊ・ㄪࣙࢩーࢸンࢮ

ࠗ業◊✲࠘の୕つの柱でᵓ成している。 

 

⾲㸯 ᑵປ࣒ࣛࢢࣟࣉᴫ␎ 

・㐌１回ᮌ᭙日の༗前中のみ 

・㸱ࣨ月１クールのクローズࣉロࢢラム 

・ワークࢵࣈクを用いたㅮ⩏㸩ワーク 

内ᐜ：雇用を継続していくためのス࢟ルを育てる 

    ཧຍすることでストレス負Ⲵがかかる 

意図：ᢏ⾡よりもാき続けていくための気ᣢࡕを育てる 

 

ワークࢵࣈクは業（�00♫くらい）から⪺きྲྀった、  

精神障がい者がാくにあたって必要だと思う事を分ᯒし、

ᢳฟされた事象の中で⯡できるものを内ᐜにⴠとし㎸

んだ（ワークࢵࣈクはཎ๎ẖ回᭦᪂） 

ラムをಟ了してから就労支援が始まるわけではࢢロࣉ

なく、ࣉロࢢラム開始と同時にಶู支援開始 

 

⾲㸰 ᑵປ࣮ࣗࢪࢣࢫ࣒ࣛࢢࣟࣉ  ࣝ

➨ １回 ࢞イࢲンス 

➨  ２回 自分を▱る 

➨  㸱回 精神ᝈとは 

➨  㸲回 ࣜカࣜࣂーձ 

➨  㸳回 ♫会㈨※・♫会ไ度について 

➨  㸴回 ࣜカࣜࣂーղ 

➨  㸵回 就労までにやっておくとよいことձ 

➨  㸶回 ࣜカࣜࣂーճ 

➨  㸷回  ࣜカࣜࣂーմ 

➨ �0回  就労までにやっておくとよいことղ 

➨ ��回  ࣜカࣜࣂーյ 

➨ �2回  業見学 

➨ ��回  まとめ 

 

 

��� ⫋ሙ㛤ᣅࢢࣥࢳࢵ࣐ 

一⯡的に㹆㹕などでබ開されている求人のከくはಶู

されたものではなく一⯡されたもののため、障害者本人

が求人に合わせることになる。その結果、↓理をしてാく

ことも少なくなくົ継続が㞴しくなることもある。 

ᙜ院ではこれらを㋃まえ、㹃㹑が㹆㹕と連携をྲྀり職場

開ᣅからಶูの求人をい㠀බ開求人にて支援を行ってい

く。 

��� ᴗᨭ࠸ࡘ  ࡚

会♫の現状・障害者雇用のこれまでのྲྀり⤌み・ᅔった

こと・今後の方向性をఛい、過ཤの成ຌ事例をྵめ業が

⊂自に雇用できるࢩスࢸム・࢟ャࣜア支援の提供やࣜスク

 。ジの説明と運用の提案を行うࢵ࣊ージ࣓ント・ࣜスクࢿ࣐

また、医療の強みである状ᝏ時の᪩期対ᛂ支援につ

いて説明を行う。 

 

㸲 ࡵࡲ 

ᖹ成�0年㸲月より精神障害者の雇用に関して法定雇用⋡

のᇶ♏対象となり、精神障害者の雇用はますます促進する

とともに、医療から就労のὶれもより一ᒙ求められてくる。 

そんな中ᙜ院では今回᪂たに㹃㹑を雇用し、㸵月よりデ

イケア型ワンストࣉࢵ就労ࣉロࢢラムを❧ࡕ上ࡆた。 

今回本人への支援体ไを見┤し㹃㹑と㹁㹋のチームにし

たことで、支援のᙺが明☜なりまた、㹋㹂㹒を行うこと

でከ面的な視点で本人の支援を行えたと考える。そして、

㹁㹋の支援では障害でなく、ストレンࢢスの視点へ目を向

け本人の可能性をᗈࡆる関わりにࢩフトチ࢙ンジしていっ

た。今回支援者が今までの行ってきた支援とのኚにᡞᝨ

う一面もあり、支援者のࣃラࢲイムࢩフトが必要と感ࡌて

いる。そして、ᙜ院における就労支援の発ᒎに向け、㹃㹑

の人ᮦ育成がᛴົであり㹍㹈㹒を通ࡌ業のスࣆーࢻ感や

業の視点を意識した就労支援を学んでいく必要がある。 

今後について、入院治療から就労を意識したかかわりを

病院全体でᣢࡕ、入院から退院・就労から定着まで切れ目

のない支援の体ไをᵓ⠏していきたいと考えている。 

 

【㐃⤡ඛ】 

関㇂ ಇᖾ 

医療法人♫ᅋḠ助会  

ྜྷ⚈ᑎ病院 

デイケア・ࢼイトケアᐊ 

�ࠛ�2�00�� 

ᮾி㒔ㄪᕸᕷ῝大ᑎ⏫㸲㸫１㸵㸫１ 

㹒㹃㹊：0�2���2���70（┤通） 

H�PDLO：NLFKLMRMLGFQF#JPDLO�FRP 
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་⒪ᶵ㛵ࡿࡅ࠾ᑵປᨭࡢ࣒ࢸࢫࢩᵓ⠏ 
㹼་⒪ࡽ♫参ຍ࡞ࢫ࣒࣮ࣞࢩᨭࢆ┠ᣦ࡚ࡋ㹼 

 

 （ン部 స業療法ኈࣙࢩーࢸࣜࣅン病院 ࣜハࣙࢩーࢸࣜࣅᯇᕷࣜハ）ᆶ下 ┤ᶞۑ
 

㸯 ࡵࡌࡣ 

ᙜ院で行っている就労支援のㄢ題は、ᶆ‽かつ⤫一さ

れた支援体ไが整っていないことである。そのため、入院

ࣜハࣜࣅからእ来ࣜハ࣎、ࣜࣅランࢸアや障害者雇用な

ど㈨※はあるものの、ྛ㡿ᇦでの連携は不༑分であり担ᙜ

スタࢵフのุ断にጤねて解決することがከかった。 

そこで今回は、᪂しく᳨ウしているᙜ院⊂自のྲྀり⤌み

について、事例をྵめて紹介するとඹに、今後のᒎᮃに関

して報࿌する。 

 

㸰 ᑵປᨭᑐࡿࡍᙜ㝔࡛ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ 

ᙜ院では、就労・職ᕼᮃ者に対して入院ࣜハࣜࣅ・እ

来ࣜハ࣎・ࣜࣅランࢸアไ度・障害者雇用のྲྀり⤌みが

ある。ྛ㡿ᇦにおけるᙺは以下の通りである。 

��� ධ㝔ࣜࣅࣁ  ࣜ

・障害像の明☜ 

・日ᖖ生活活ື（以下「$'/」という。）、手ẁ的日ᖖ生

活ືస（以下「,$'/」という。）のホ౯・カ⦎ 

��� እ᮶ࣜࣅࣁ  ࣜ

・職業‽備性の向上 

・ᆅᇦ�相談支援事業所、障害者就業・生活支援ࢭンター

等�との連携、業との面談 

・運転再開やࣂス用等の通支援 

 ࢸࣥࣛ࣎ ���

 ⓗ┠ 

♫会ཧຍの場（እฟする⩦័づけや者とのࢽ࣑ࣗࢥ

ケーࣙࢩンを促進） 

 ࡳ⤌ᯟ 

༗前���0㹼����0、༗後����0㹼����0までの２時間。ᅵ

日⚃日は㝖くᖹ日㸳日間。᭙日やཧຍ日数は本人と相談。 

 సᴗෆᐜ ࢘

入院ᝈ者にΏす家ᒇ情報用⣬のᢡり㎸み（┿１）や、

病Ჷから౫㢗されたࢸーࣉカࢵト（┿２）等があり、可

能な⠊ᅖでその人の能ຊを☜ㄆしながら提供している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

��� 㞀ᐖ⪅㞠⏝ 

ཌ生労ാ┬が定める、障害者雇用ไ度のᯟ⤌みでの雇用。

20��年の㸵月現在、ᙜ院での障害者雇者は㸴名で雇用⋡は

����㸣である。 

対象者は、ࣜハࣜࣅ事ົ、Ύᤲ、通所ࣜハࣜࣅ等に㓄ᒓ

され、本人の適性にあった内ᐜを業ົとして提供している。 

 

３ 㸯 

前㏙の内の一人の経過を以下に紹介する。 

࠙事例  �0ṓ代ዪ性ࠚ

࠙診断名ࠚ⬻᱾ሰ、高ḟ⬻機能障害（ኻㄒ、グ᠈障害） 

࠙職業࢞ࣚࠚのインストラクター 

࠙経過ࠚᙜ院退院後、就労・運転再開を目的にእ来ࣜハࣅ

ࣜを開始した。ඖの職場であるࣚ࢞ᩍᐊは㛢ࡌる方

向であったため᪂たな♫会ཧຍの場が必要であった。

そこでᙜ院での雇用の話がᾋ上した。しかし、支援

の中心となる部門が決まっておらず、27と⥲ົとの

連携に時間を要した。また、連携が上手く進まない

ことで、業ົのࢵ࣐チンࢢ前に部⨫が決まっている

状ែとなり、対ᛂは後手にまわる状ἣであった。半

年⛬度ㄪ整の期間を必要とした後に、ジࣙࢥࣈーチ

の支援も受けて、現在は通所ࣜハࣜࣅ部門の業ົを

行っている。 

࠙主な業ົࣜࣉࠚント㢮の༳ๅ、3&での入ຊస業、対象者

の体 ィ 、ࣗࢽ࣐アルを見ながらストレࢵチの指

導等ከᒱにわたる（┿㸱、㸲）。 

࠙ㄢ題ࠚ支援を主導する部門が不☜定であり、雇用までの

見通しが❧てづらかった。ホ౯も不༑分であり、雇

用時のస業㑅ᢥや、雇用後もジࣙࢥࣈーチに௵せき

りになるなど全体的に場ᙜたり的な支援となってい

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㸲 ᙜ㝔ࡿࡅ࠾ㄢ㢟 

事例もྵめ、現状のㄢ題は以下の点がᣲࡆられる。 

㸺ࢩスࢸム面のㄢ題㸼 

ձ ྛ時期でಶࠎにືいており、⤫一された体ไがない 

ղ どのような対象者をいつ、どこに支援を繋ࡆるかなど 

ホ౯をྵめて一定のᇶ‽がない 

ճ 㹆�0年度の診療報㓘・介護報㓘の同時ᨵ定により、 

入院からእ来への⛣行が」㞧になっている 

մ 障害者雇用から、一⯡雇用へのスࣉࢵࢸアࣉࢵの 

不明☜さ 

┿䠍 
家ᒇሗ⏝⣬のᢡり㎸䜏స業 

┿２ 
䝔ー䝥䜹䝑䝖 

┿䠐 事ົస業 ┿３ カ⦎⿵ຓሙ㠃 
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㸺支援者ᩍ育に関するㄢ題㸼 

ձ 支援経験が少ないことによるスタࢵフのス࢟ル不㊊ 

ղ స業療法ኈ（以下「27」という。）が�0名を㉸える現

場での就労支援に対するㄆ識のᕪ 

 

㸳 ࡢࡽࢀࡇᨭయไ࠸ࡘ  ࡚

上グのㄢ題を㋃まえ、現在ࢩスࢸムをᵓ⠏中である。ま

た、それࡒれのㄢ題に対してḟのྲྀり⤌みを行っている。 

ࡋᑐㄢ㢟ࡢ㠃࣒ࢸࢫࢩ ���  ࡚

27部門内で、就労支援のワー࢟ンࢢࢢルーࣉ�以下:*�を

ムのὶれをࢸスࢩており、まずは27内で就労支援ࡆ上ࡕ❧

࿘▱するためにフローチャートをస成した。 

また、:*の࣓ンࣂーをྛ病Ჷに一人ずつ㓄⨨している。

目的は、就労をᕼᮃする人の見ⴠとしをなくすこと、ྛ病

Ჷでの相談❆ཱྀとなることである。職✀への࿘▱・連携

はᘬき続き᳨ウㄢ題である。 

アไ度に関しては、就労に向けたᶍᨃ的なసࢸラン࣎

業も体験できるように院内からస業の切りฟしを᳨ウして

いる。現在はࣜハࣜࣅ部門・እ来┳護部門からస業౫㢗を

受けているが、今後はそのの部⨫にも理解をᚓて、స業

を切りฟしていく必要がある。切りฟされたస業にẁ㝵

けて、スࣉࢵࢸをసることで、対象者の࢟ャࣜアアࣉࢵに

も繋がることも考えている。 

障害者雇用に関しては、ᙜ院で結するのではなく、一

⯡雇用へのスࣉࢵࢸアࣉࢵの場としても᳨ウしているが、

ホ౯をྵむᇶ‽や、ᆅᇦ連携等、ㄢ題はከく᳨ウを重ねて

いく必要がある。 

��� ᨭ⪅ᩍ⫱㛵ࡿࡍㄢ㢟 

まずはእ来へ⛣行された対象者のᖐ結ඛを入院スタࢵフ

へのフーࢵࣂࢻクするྲྀり⤌みを行っている。目的は入

院中に定した生活イ࣓ージと退院後の生活の違いに関し

てㄆ識を῝め、⮫ᗋに活かすことである。また、ホ౯方法

を⤫一するために、స業ホ౯として今年度から導入され

たワークサンࣉルᖥᙇ∧（以下「0:6」という。）を用

することを᳨ウしている。入院中に⡆᫆∧を実施し、問題

点などを対象者とඹ᭷した上で⏦し㏦りに用し、ḟのእ

来ࣜハࣜࣅへࢩームレスな支援となることを期待している。 

さらに、ࢩスࢸム面・支援者ᩍ育面のඹ通の対⟇として

年内に院内でのຮ強会をண定している。そこでは、就労支

援に対するᇶ本的なὶれ、前㏙のフローチャートに関する

説明やᙜ院のㄢ題を院内全体でඹ᭷することを目的として

いる。 

 

㸴 㸰 

ḟに紹介する事例は、今後᪂しく障害者雇用を考えてい

る方である。 

࠙事例  �0ṓ代ዪ性ࠚ

࠙診断名ࠚくも⭷下ฟ⾑�୧ഃഃ㢌ⴥから後㢌ⴥにかけて

のฟ⾑�、」視、高ḟ⬻機能障害（ኻㄒ・ὀ意障害） 

࠙職業ࠚ自Ⴀ業（ࣂルーンアート） 

࠙経過ࠚ;年にくも⭷下ฟ⾑を発。その後ᛴ性期・回

期を経てእ来ࣜハࣜࣅで27と言ㄒ療法（以下「67」

という。）を�0分�㐌１�２回実施。自Ꮿでの家事ື

సや、බඹ交通機関の用等、目ᶆが㐩成されたた

めᙜ院࣎ランࢸアへ⛣行。࣎ランࢸアを継続し

ていく中で、入院時より⪺かれていた、「ᑗ来的に

はാきたい」といったᕼᮃを再☜ㄆし、ᙜ院の障害

者雇用の話を提案。今後は、再度እ来ࣜハࣜࣅを開

始して、まずは就労に向けたインࢸーク面接や、0:6

でのస業ホ౯等を行うண定となっている。 

 

今までのㄢ題も㋃まえて、今後の支援は以下のように᳨

ウしている。 

ձ 院内へのࢩスࢸムの࿘▱活ື（ྛ部⨫との連携ᨵၿを

目的に行う。） 

ղ 0:6でのస業ホ౯（業ົ㑅ᢥのཧ考ᇶ‽に） 

ճ 業ົとのࢵ࣐チンࢢ（స業ホ౯の結果をᇶに27が中心

となり᳨ウ） 

մ ジࣙࢥࣈーチとの事例᳨ウ会（医療現場と雇用現場の

視点の᧿り合わせ） 

 

㸵 ᚋࡢᒎᮃ 

今後は、入院からእ来ࣜハ࣎、ࣜࣅランࢸア、障害者

雇用とスムーズに継続した支援が行えるࢩスࢸムとなるた

めに、今回ᣲࡆた以እにも下グのㄢ題を᳨ウする必要があ

る。 

��� ▷ᮇ【࡚✀⫋ࡢᑵປᨭࢆ࿘▱】 

現在考えているࢩスࢸムを運用していくために、⥲ົや

の医療ᢏ⾡職等全ての職✀に࿘▱していくことが必要と

考える。院内の◊ಟ会等を通して27部門が就労支援に対し

ての中心的部門となることを目指したい。 

��� ୰㛗ᮇ【㝔ෆࡢ⫋✀㐃ᦠ】 

就労支援への理解が進んだ㝿に、どの部⨫がどのような

ᙺを果たすのかを明☜にしていく。情報ඹ᭷の⤌み等、

まずは院内でスムーズな支援へと繋ࡆていきたい。 

��� 㛗ᮇ【ᆅᇦ㐃ᦠ】 

最終的には、ᙜ院⊂自のࢩスࢸムとᆅᇦの支援機関がど

のように関わっていくかが重要であると考えている。ᑠᕝ

は、就労支援においては、関ಀ機関が機能的に連携し、イ

ンࢸーク、アࢭス࣓ント、職業紹介、ࢵ࣐チンࢢ、職場適

ᛂ支援、職場定着支援のྛࣉロࢭスが、一体的に進められ

ることが理である１）。また、ᓟᑿは、われわれ医療機

関スタࢵフは、対象者に関する医学的情報を伝える㝿、対

象者、業、支援機関の通ヂ者であるという意識をもつ必

要がある２）。と㏙ている。現在、医療機関で就労支援

のྲྀり⤌みを⤌⧊的に行っている報࿌も少なく、高ḟ⬻機

能障害をはࡌめとして対象者の支援に㞴することもண 

される。そのため、今後ᙜ院⊂自のࢩスࢸムがᆅᇦと連携

していくことで、医療と福祉のᶫΏしᙺとして機能してい

くことがᮃましいと考える。 
 
【参考文献】 

��ᑠᕝᾈ：ไ度と現状�⥲合ࣜハ・��ᕳ�ྕ・��7㹼�72�20��年�月 

2�ᓟᑿ⯙：医療機関における高ḟ⬻機能障害者および㞴病ᝈ者に 

対する雇用に向けた支援�27ジャーࢼル9R/��0 1R�� 20��年�月 

 
【㐃⤡ඛ】 

ᆶ下 ┤  ð

♫会福祉法人⪷㞔福祉事業ᅋ  

ᯇᕷࣜハࢸࣜࣅーࣙࢩン病院 ࣜハࢸࣜࣅーࣙࢩン部 

H�PDLO：Q�WDUHVKLWD#VLV�VHLUHL�RU�MS 
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㞀ᐖ⪅㞠⏝ࡢᐃ╔ᨭࢫࢸࢡࣛࣉࣝ࢝ࢪࣟࢲࡿࡅ࠾ 
㹼⪺ࢆࡃษࡿࡍᐃ╔ᨭ㹼 

 

 （クトチーム࢙ロジࣉ日本精神保福祉ኈ༠会 発㐩障害）後⸨ ᬛ行ۑ

㉺ᬛ ຬḟ（障がい者就業・生活支援ࢭンターアイࣜス） 
 

㸯 ࡵࡌࡣ 

発㐩障害支援において、重要なことは本人（発㐩障害を

᭷している被支援者）のことをどれだけしっかりと▱るこ

とがฟ来るかということである。発㐩障害を理解するにあ

たりὀ意Ḟዴከື性障害（以下「Ａ㹂㹆㹂」という。）、

自㛢ス࣌クトラム（以下「Ａ㹑㹂」という。）、学⩦

障害（以下「㹊㹂」という。）などのಶู的な▱識が一⯡

的になっている。しかし、⮫ᗋにおいてＡ㹂㹆㹂とＡ㹑㹂

のే発している状ែがከく☜ㄆされるものの、一⯡的には

ಶู的状や対ᛂ法しかᗈまっていない。 

その為、一⯡的な▱識においての対ᛂで支援を行ってい

くと、対ᛂがᅔ㞴な場面がฟてくる。いわࡺる「ᅔ㞴ケー

ス」と言われるものである。「ᅔ㞴ケース」を定⩏すれば、

支援者がᅔ㞴を感ࡌているのであって、被支援者がᅔ㞴な

人間ではないということである。発㐩障害支援には、この

様なᅔ㞴ケースとばれるものがከくᏑ在している。 

就労支援においても同様に就職まではいくが、就労継続

がᅔ㞴なケースが少なくない。何ᨾ、その様なことが起き

るかというと支援者を始め࿘ᅖの人間が、本人を▱ろうと

しないということである。 

 

㸰 ࡣࢢ࣮ࣟࢲ 

フンランࢻで行われている対話的アࣉローチで、᪩期

ᮍ来ㄒ）ࢢイアローࢲンࣙࢩー࣌ࢩࢸアン、ࢢイアローࢲ

りのࢲイアロー࢜、（ࢢーࣉンࢲイアローࢢという୕つの

᭷名なものがある。対話により様ࠎなものをዲ転させてい

こうというヨみである。 

 

 ⏤⌮ࡓࢀධࡾྲྀࢆ㊶ᐇࢢ࣮ࣟࢲ ３

実㊶において重要なことは、「⪺く」とࢢイアローࢲ

「話す」を分けるということである。通ᖖのࢽ࣑ࣗࢥケー

ンにおいては人の話を⪺きながら、⪺き手ഃは回⟅やࣙࢩ

ḟの㉁問を考えたり、自分の話す␒になる時の為の言ⴥ㞟

めを行っている。この様なことを行っていると話し手の言

ⴥを㞟中して「⪺く」ということがฟ来なくなる。また、

ᑓ門職ᩍ育におけるࢽ࣑ࣗࢥケーࣙࢩンᢏ⾡も㑧㨱なもの

になってくることがある。意味のない࢘࢜ム㏉しや相ᵔ、

話し手の意図にない言いえなどが行われている。そして、

ඹ感をしようと一生ᠱになり、支援者自身の౯್ほや経

験に㏆づけ、ಶ人的な解㔘になってしまうことがある。発

㐩障害支援において、本人たࡕの感ぬ過ᩄやこだわりなど

を上グの様な状ែで理解していくと、本人が意図している

ものと支援者などが考えて理解しているつもりになってい

るものとの㱈㱒が大きくなってしまう。 

それらを㜵ࡄために、「⪺く」ということをしっかりと

行っていく為、「（支援者が）話すために⪺く」のではな

く、「（支援者が）⪺くために話す」というࢲイアローࢢ

実㊶をྲྀり入れた。 

 

㸲 ࢢ࣮ࣟࢲᐇ㊶ࡢᐇ㝿 

今回、ࢲイアローࢢ実㊶をྲྀり入れたのは、ハローワー

クと行うࣔデル事業で行った。➹者が所ᒓする医療機関と

ハローワーク、障害者就業・生活支援ࢭンターのスタࢵフ

とデイケア用のᝈ者が就職し、行った定着支援の場面で

ある。対象のᝈ者は、Ａ㹂㹆㹂やＡ㹑㹂のᝈ者に行ってい

る。 

通ᖖの定着支援の場面では、様ࠎな人が↓స為に今のㄢ

題や就労前に心㓄していたㄢ題等について話し合いが行わ

れていく。例えば、「㐜้はしてないか」「ᛀれ≀はして

ないか」「㡢などは気にならないか」などの、࣐イࢼス要

⣲の話になることがከい。そして、支援者などが気にして

いるㄢ題で࣑ーࢸンࢢが終始進み、本人が話をしたいこ

とや気になっていることが話しづらくなったり、話すのを

ᛀれてしまって࣑ーࢸンࢢが終わることがከかった。 

ཧຍ者は、本人、人事、現場の⟶理者、ハࢢンࢸー࣑

ローワーク職員、障害者就業・生活支援ࢭンタースタࢵフ、

➹者の㸴人であった。 

の大きなὶࢢンࢸー࣑実㊶をྲྀり入れたࢢイアローࢲ

れは下グのようになる 

ձ 就業期間の中でⰋかったこと 

ղ 心㓄していること 

ճ 本人が心㓄を㍍くするためにできること 

մ ㄡがどのように助けると心㓄が㍍くなるか 

このὶれを本人に⪺き、のཧຍ者は㯲って⪺く。 

その後、人事、現場の⟶理職に同様の㉁問をし、支援者

ഃは⪺くことにᚭする。 

ḟに支援者に、「一連の話を⪺いてどの様に考えたか」

を⪺く。 

そして最後に、本人に「今回の話をしてみてどうだった

か」を⪺いていく。 
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上グの様なὶれで話を⪺くことで、本人や職場のことを

しっかりと⪺くことがฟ来、▱ることがฟ来る。 

また、その後職場の方からの㉁問などは⟅える形をྲྀっ

ている。 

 

㸳 考察 

実㊶をྲྀりいれたことで、本人が話しをしࢢイアローࢲ

たいことを⪺くことができ、支援者の解㔘ではなく▱るこ

とができる。また、࿘ᅖの人間が、本人が何を感ࡌ、何を

考えているのかを▱ることがฟ来る。▱ることで、࿘ᅖの

対ᛂがྲྀりやすくなり、本人や࿘りにとっての環境が安定

する。また、本人も最後までしっかりと⪺いてもらえると

いう安心をᚓることで、考えて話をすることがฟ来、話し

ᛀれが少なくなる。 

定着支援において実㊶を通し考えたことは、ࣜハࣜࣅ

ンを行っている時と実㝿にാいている時では、本ࣙࢩーࢸ

人の時間はືき、本人もኚしている。まずはືいてኚ

している状ែを▱らなければならない。支援者のㄆ識は、

ࣜハࢸࣜࣅーࣙࢩン場面でṆまりそこからの話になるので、

本人とのㄆ識に㱈㱒がうまれる。だからこそ、「⪺く」と

いうことを大切にする定着支援が求められる。 
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ఇ⫋ࡓࡗࡲ῝ࡅࡗࡁࢆᮏேᴗᅾ⡠ᆺࡢࢳ࣮ࢥࣈࣙࢪಙ㢗㛵ಀ 
㹼ᮏே࣭ᴗᅾ⡠ᆺྠ࣭ࢳ࣮ࢥࣈࣙࢪࡢኚ㹼 

 

 ཎ 慎（♫会福祉法人㜰神福祉事業ᅋ 業在⡠型職場適ᛂ援助者）⸩ۑ

ᕝ⁕ Ꮥ行・中㔝 ᘯோ（♫会福祉法人㜰神福祉事業ᅋ） 
 

㸯 ♫⚟♴ἲே㜰⚄⚟♴ᴗᅋ 

��� ᴫせ 

㜰神福祉事業ᅋ（以下「事業ᅋ」という。）はරᗜ┴の

㜰神間㸴ᕷ１⏫（ᑽᓮᕷ・すᐑᕷ・ⰱᒇᕷ・ఀᕷ・ᐆሯ

ᕷ・ᕝすᕷ・⊦名ᕝ⏫）のᆅᇦఫẸの福祉の増進を図るこ

とを目的としてタ❧された♫会福祉法人であり、障害者支

援施タ㸱ࣧ所、障害児入所施タేタ障害者支援施タ１ࣧ所、

≉ู㣴護⪁人࣍ーム１ࣧ所、ᩆ護施タ１ࣧ所、診療所、⤥

㣗ࢭンターを運Ⴀしている。 

��� ⤥㣗ࢱࣥࢭ  ࣮

チン方ᘧで１回あたり⣙�00㣗を一日�2ࢵ࢟ントラルࢭ

人の職員でㄪ理し、้み、Ⲩ้み、ࢯフト㣗等用者に合

わせてຍᕤし、㣗事を提供している。 

 

㸰 ᥇⏝㹼ఇ⫋๓ࡲ  ࡛

 㞠⏝ᮇ㛫ࣝࣛࢺ���

ᖹ成2�年�2月にＡẶ（精神障がい２⣭・⏨性・��ṓ）

を⤥㣗ࢭンターでトライアル雇用にて受け入れをした。雇

用前はࢢルー࣍ࣉーム（以下「㹅㹆」という。）で生活を

しながら、日中は㹅㹆を運Ⴀしている法人の就労継続支援

Ｂ型にて㣗ㄪ理の⿵助をしていたため、ㄪ理に័れてい

た。トライアル雇用を始めて２㐌間ど経過した時に、本

人より「ᝏཱྀが⪺こえる」「あまりᐷられない」等を話す

ことや、通時も╀気が強く、職場の最ᐤりࣂスで㝆り

られずり過ごすことがあった。 

定期的に通院している精神⛉に業在⡠型ジࣙࢥࣈー

チ（以下「㹈㹁」という。）も同行し通院すると、主治医

から「本人のാく意欲が高く、ാき続けながらㄪ子を整え

ていくのがⰋい」との助言を受け、本人の状ែを見ながら

ົ時間のㄪ整を行った。また㹅㹆ୡ話人より本人の不ㄪ

時のサイン（㣗欲がなくなる、╧╀時間が▷くなる等）の

情報を提供してもらい、本人の了ᢎをᚓた㹈㹁と⤥㣗ࢭン

ターのᙺ職者のみでඹ᭷した。 

ົ前・ົ後の気分や、╧╀時間、᭹⸆したかどう

かをグ入するチࢵ࢙クࢩートをస成し、ฟ日には㹈㹁と

チࢵ࢙クࢩートを☜ㄆすることを始める。 

これらの支援を行うことでᗁ⫈等もなくなり安定してい

き、トライアル雇用期間をᘏ㛗し支援を継続していく。 

���ᮏ㞠⏝ᮇ㛫 

トライアル雇用を開始し㸴ࣧ月が過ぎ、⡆༢な指示で

結することができ、わからないస業があれば、࿘りの職員

に☜ㄆしながらస業ができるようになったことから、トラ

イアル雇用を終了し本雇用となる。 

本雇用から㸲ࣧ月を過ぎたある日の㹈㹁との面談では、

ⴠࡕ着きがなくイライラとしていた。ົが続き⑂れのせ

いだと気に␃めなかったが、⩣㐌の面談でも同様であり、

㹈㹁と職場の人間関ಀについて話しをしていると目つきが

㗦く、╮み、ཱྀㄪがⲨくなり「（ケンカを）やるんか」と

ᨷᧁ的になった。話題をኚえてⴠࡕ着かせᖐᏯさせる。す

、に㹅㹆のୡ話人に連⤡し報࿌をすると、ୡ話人からはࡄ

㹅㹆の用者間のトラࣈルからの用者にも、ཱྀㄪがⲨ

く話すことがあったと報࿌を受けた。 

㹈㹁にᭀ言をྤいた数㐌間後、本人を担ᙜしている相談

員と㟁話をしていた㝿にも㏫上し、その日はබఇ日にも関

わらず、興ዧした状ែでわࡊわࡊ職場まで来て、ᭀ言を⧞

り㏉して࢚スカレートしていった。その日のうࡕに相談員、

㹈㹁、⤥㣗ࢭンターの上ྖとカンファレンスを開き、この

ままでは同へのᭀ言等につながるᜍれがあることから、

㹅㹆ୡ話人、主治医へ連⤡を入れ、精神⛉へ通院するよう

本人を説ᚓし㹈㹁も病院に向かう。主治医からは入院の指

示がฟたため、ẕぶにも連⤡し医療保護入院となった。 

 

３ ఇ⫋୰ 

ఇ職中は生活支援のサポートは相談員に௵せ、相談員が

本人の面会に行った後は、㹈㹁と⤥㣗ࢭンターの上ྖと情

報ඹ᭷を行った。この期間にこれまで支援のり㏉りを

行った。 

��� 㹈㹁ࡢࡾ㏉ࡾ 

 ☜ㄆࢆࢺ࣮ࢩࢡࢵ࢙ࢳ 

ົ前後に本人の状ែを見るチࢵ࢙クࢩートをつけてい

たが、形ᘧ的になっており、本人のኚを見ⴠとしている

ことがわかった。入院前の２ࣧ月⛬のᖹᆒ╧╀時間が▷時

間になっていることや、とんどᐷずにฟしている日も

あった（図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、本人より࣓ࢥントで「㣗欲がなくなっている」等

の不ㄪ時のサインともྲྀれるグ㘓があった。 

ᅗ ᖹᆒ╧╀㛫 

－136－



 ኚ᭦ࡢົ㛫࣭ฟ᪥ 

本人は入職時からフルタイムのാき方をᮃんでいたが、

▷時間（１日㸲時間）ົから初め、職場・主治医と☜ㄆ

しながら、少しずつフルタイムへ㏆づくようẁ㝵的に時間        

をᘏ㛗したが、結果的にົ時間が一定ではなくなり、本

人への負担となった。 

࠸ࡘ⯡㠃ㄯ➼ᨭ ࢘  ࡚

面談時には精神面へのᙳ㡪を῝く考えすぎ、言ⴥを㑅び

ながら話をし、気づいた事を伝えることが少なかった。 

また、チࢵ࢙クࣜストにグ㍕していることから、本人の

ኚをㄞみྲྀることができず、面談においても本㡢を⪺き

ฟすことができていなかった。本人にとって信㢗できる㹈

㹁ではなかった。 

��� ⫋ሙࡢࡾ㏉ࡾ 

本人の業ົ内ᐜを見┤し、業ົ中の㞟中ຊ・స業スࣆー

ンターとして必ࢭ等がᣢ続する時間はいつまでか。⤥㣗ࢻ

要な時間ᖏは何時なのか。業ົ㔞は適切なのかを㹈㹁とඹ

に᳨ドした。 

 

㸲 ㏥㝔࣭⫋ሙᖐ 

入院し２ࣧ月⛬経過すると、一定の生活ࣜズムで過ごし、

病院内での面談等を行うことで、ᨷᧁ的な言ືは見られな

くなり、病院からのእฟ・እἩも可能となった。相談員が

本人に面会に行き、話をすると職場ᖐをᮃんでいると報

࿌を受けた。その後状ែが安定したことで、⣙㸱ࣧ月間の

入院生活を終え退院となった。 

退院後はᖐにあたり㹈㹁と本人とで面談を行う。入院

前のᭀ言等をぬえており、「こう言っても大ኵだろう」

と自分なりにุ断し、ᢚえながら発言をしたが、だんだん

言ືがᢚえられなくなったと話す。もう⤥㣗ࢭンターにᡠ

ることはできないと考えていると話していた。 

㹈㹁より、職場は本人のᖐを待っていることを伝え、

職員には「状ែのኚに気づくことができればⰋかった」

と言った職員、対にᨷᧁ的なែ度をྲྀっていたことでᝏ

い༳象をᣢっている職員の୧者がいることも伝える。 

 「これまで✚み上ࡆてきた実⦼が࣐イࢼスになるため、

もう入院はしたくない。⤥㣗ࢭンターで㛗くാき続けたい」

と、本人の強い意ᚿを☜ㄆしたことで、㹈㹁・⤥㣗ࢭン

ターの上ྖとでᖐࣉランをస成する。 

 １ࣧ月間のࣉランとし、「えられた業ົを☜実に行い、

同の信㢗を回させること」を目ᶆタ定し、本人とඹ᭷

した。 

前半の２㐌間は㹈㹁による㞟中支援の時期として、業ົ

中は㹈㹁も現場に入り、本人の様子を見Ᏺり、ẖ日業ົ終

了後に面談とり㏉りを行った。後半２㐌間はఇ職前の

ົ᮲௳にᡠし、㐌㸳日ົのうࡕ、㐌２日・���時間、㐌

㸱日・㸲時間とし、⤥㣗ࢭンターのᙺ職者が中心となり、

స業の見Ᏺり、ົ後は面談を行った。┒りけ数の間違

い等があったが大きな࣑スがなく、また、体ຊ面に不安が

あったが、一つࡦとつのస業を㞟中して☜実にྲྀり⤌み問

題なくり切り、雇用継続となった。ົ時間については、

㐌㸳日・㸳時間としたことで、体ຊ面も精神的にもవ⿱が

生まれ、安定的にめることができている。 

 

㸳 ఇ⫋ࢆ⤒࡚ぢࡇࡓࡁ࡚࠼ 

��� 㹈㹁ࡢኚ 

 これまでの支援内ᐜについて┬し、本人のኚに気づ

いた㝿には、ல⣽な事でも㞃さず伝えることとし、本人か

らもどのような事でも話をしてもらいたいと伝えた。 

また、本人の要ᮃ・状ែを重視するあまり支援がᕥྑさ

れ、ㄪ整に㏣われたことから、雇用主として求める᮲௳と、

本人の現状を把握し、ࣈレない視点をᣢって、方のࣂラ

ンスがྲྀれるよう支援する事を強く意識するようになった。 

��� ᮏேࡢኚ 

 職場ᖐの㝿には不安があったが、㹈㹁が現場におり安

心できたと話している。以前の㹈㹁との面談では「≉にな

い」とⰋく言っていたが、「気が重たい」等本人の様子、

⣽かな感情のኚ等を話すようになった。また、㹈㹁と⤥

㣗ࢭンターのᙺ職者までに㝈定していた、不ㄪ時のサイン

を全職員に開示し、ከくの人の目で見Ᏺって欲しいと言い、

同を信㢗し、支えを求め、少しずつ自ᕫ開示をするよう

ኚが見られた。 

��� ྠࡢኚ 

 本人がఇ職していた間、の職員が代わりにస業をし、

業ົ全体がៃただしくなったことから、本人の必要性を実

感した同がከくいた。不ㄪ時のサインを全職員が理解す

ることで本人の状ែがわかり、安心して関わりをᣢつよう

になり、「もう入院させない」と本人の様子を気にけ、

ኌをかける職員が増えている。 

 

㸴 ᐃ╔ࡅྥ  ࡚

本人のఇ職を機に、それࡒれが必要なᏑ在であり、୕者

のどれもḞくことができないᏑ在であることを実感した。

おいが支え合い、それࡒれの考えや気づき、感情をඹ᭷

することで、少しずつではあるが信㢗関ಀが῝まってきて

いる。 

今後は、᭹⸆の᭷↓の☜ㄆや╧╀時間のኚື、表情、言

ື等、少しのኚも見ⴠとさず、㹈㹁・本人・同、本人

をྲྀりᕳく全ての人と情報をඹ᭷し、「入院しない（させ

ない）、⤥㣗ࢭンターで㛗くാき続ける」ことをඹ通の目

ᶆに定め、日ࠎの支援を続けていく。 

 

【㐃⤡ඛ】 

♫会福祉法人㜰神福祉事業ᅋ 07���0������ 
(�PDLO IXMLZDUD#QDQDNVXD�RU�MS �担ᙜ：⸨ཎ� 
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ゎ㞳ᛶྠ୍ᛶ㞀ᐖࢆᢪࡿ࠼᪉ࡢᑵປᨭࡢᐇ㝿 
㹼་⒪࣭࣒࣮ࢳᨭࡢᚲせᛶ㹼 

 

 ᒸ本 ⏤⣖子（ハローワーク大和高田 精神障害者雇用トータルサポーター）ۑ
 

㸯 ࡵࡌࡣ 

解離性同一性障害とは「ከ重人格とばれていたが

DSM－VIで解離性同一性障害という診断名が採用された。

㏆年の報࿌ではከ数の人格の例がみられる。人格の交代

が✺↛起こり、言ⴥつきやែ度までኚわる。幼い人格、ᩛ

対する人格など様ࠎで主人格はの人格のグ᠈をᣢてない

ことがከい。そのため日ᖖ生活にグ᠈がḞዴした時間を体

験することになる。背景の一つに幼少期の虐待が指され

ている。」 

 

㸰 ᨭࡢᐇ㝿 

以下に実㝿の支援事例である２事例を報࿌したい。 

 

⾲㸯 ᑐ㇟⪅ࡢᖺ௦ᨭᮇ㛫 

対象者 年代 支援期間 

A子 20代 約６か月 

B子 20代 約２年 

 

⾲㸰 ᨭึᮇࡢែ 

対象者 人格交代 人格数 

A子 あり 主に３人の人格 

B子 あり 主に５人の人格 

 

⾲３ ⮬യ⾜Ⅽᛀࡢ᭷↓ 

対象者 健忘 自傷行為 

A子 あり あり 

B子 あり なし 

 

⾲㸲 ⫼ᬒ 

対象者 かかりつけ 入院歴 家族 

A子 あり あり なし 

B子 なし なし 
祖父母 

兄弟 

 

 

 

 

⾲㸳 ᙜึࡢᑵປ⤒㦂᭷↓⤒῭≧ἣ 

対象者 就労経験 経済状況 

A子 あり 生活保護 

B子 なし 祖父母の年金 

 

⾲㸴 ᚅࡢ✀㢮┦ᡭ 

対象者 種類 相手 

A子 主に性的 実父 

B子 身体・心理 両親 

 

⾲㸵 ึᮇࡢ┦ㄯ㸸ᑵປពḧᨭ⪅ࡢ᭷↓ 

対象者 就労意欲 支援者 

A子 あり 行政・主治医 

B子 不明 なし 

 

⾲㸶 ୰┙ࡢ┦ㄯ㸸ᑵປពḧᨭ⪅ࡢ᭷↓ 

対象者 就労意欲 支援者 

A子 あり 
行政・主治医・デイケア・ 

友人 

B子 あり 
主治医・心理・兄弟・ 

ハローワーク 

 

⾲㸷 ᨭ⤖ᯝ㸦ᖹᡂ��ᖺ��᭶⌧ᅾ㸧 

対象者 就労状況 医療 支援機関 

A子 A型事業所 あり あり 

B子 A型事業所 あり あり 

 

⾲�� ᨭᐃ╔㸦௧ඖᖺ㸶᭶⌧ᅾ㸧 

対象者 就労状況 医療 支援機関 

A子 B型事業所 あり あり 

B子 A型事業所 あり あり 
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３ 考察 

 Ａ子は最初から病識があり、主治医と相談の上でハロー

ワークに来所した。一人暮らしであり自傷行為もみられた

が、支援機関等の相談者がいたことはＡ子にとって就労意

欲を高めることができた要因と思われ就労経験があったこ

ともその後の就労がスムーズに進んだ事例と言える。 

結果的には一度目の就労後に入院したことで退職となっ

たが、デイケアの相談員が支援者として増えたことは再

チャレンジの要になったと思われる。 

ハローワークの精神障害者雇用トータルサポーター（以

下「サポーター」という。）もＡ型就労支援事業所の見学

同行や面接同行、診察同席、生活保護のワーカーやデイケ

ア相談員交えてのカンファレンスを適宜開催したことも医

療を交えた就労チーム支援のポイントだと考える。Ａ子の

就労支援は「医療」を柱とした就職支援と言える。 

一方Ｂ子においては、最初の面談時は就職が決まらない

ことへの不安が強いとハローワークの学卒部門からの紹介

でサポーターに繋がり、Ｂ子自身も自身の病気に気づいて

はいなかった。半年以上に及ぶ面談の中でＢ子から人格の

相談を受けることになった。「実は、自分の中に人がいて

る」との発言だった。その後、慎重に就労の面談を重ねて

いく中でサポーター面談時に人格交代が起こるようになり、

Ｂ子に対して医療の必要性を説明した。医療機関の情報提

供の中でも心理のある医療機関情報を提供し、医療同行の

運びとなった。 

Ｂ子は自傷行為などはなく、解離性同一性障害の診断名

はついたものの治療法は心理と月に一度の診察の方向にな

り、定期的に受診することが決まった。しかし、虐待発生

の家庭で育っているＢ子が心の内を話せる相手が不在であ

り、数か月は家族に言えないままの通院となった。 

この時点あたりから主治医から「就労により家族と過ご

す時間が少なくなるならば」と福祉的就労の提案があり、

再度医療同行を実施し、医師を交えて就労の方向性につい

てＢ子を交えて決定していった。 

主治医からはいつでも家族への病状説明が可能であるこ

と、福祉的就労であれば問題ないという助言を受け、Ｂ子

は妹に初めて病気の概要を自身で説明することができた。

主治医より、心理への繋ぎの中でサポーター面談をいきな

り切ってしまうことは心理的に負担になることから、病院

の心理とのラポール形成ができるまで並行してサポーター

面談を継続することはできないかと打診を受けた。終了前

提であり、就労に必要な面談であれば問題ないことをＢ子

と主治医に伝え、しばらくは医療の心理と並行する形での

就労面談を継続した（連携を図りつつ）。現在は心理のみ

でサポーター面談は終了している。 

一方、就労についてもＢ子自身から興味が示されＡ型就

労支援事業所へ見学・面接同行を実施、その後採用となり

就労を開始した。現在は２か所目のＡ型就労支援事業所で

定着できている。 

事業所へも本人の定着支援と同様に定着支援を行い、解

離性同一性障害の病気についての理解を促している。 

最後に、Ｂ子のケースでは初期は医療に繋がっておらず、

自身の中の違和感にとどまっていた所からの支援となった

こと、同時に支援機関や相談者全くいなかったスタートか

ら開始し、今では妹やＡ型就労支援事業所の指導員や主治

医・心理という医療への相談ができる環境の整備ができた

ことは、就労という部分だけでなく、Ｂ子のこれからの人

生にとって大きな転機となったことだろう。 

今回のケースのようにハローワークには少なくとも幼少

期に虐待を受け、解離性同一性障害という後天的な病を抱

えた求職者が来所されるという現実が少なからずある。 

以上のことから就労に対する強度の不安や何らかの背景

がある場合は、対象者の就職支援という狭い視点にとどま

らず、求職者の背景や全体像をしっかりと把握しながらの

面談を行い、病気が潜む場合はしっかりと医療機関を軸に

した支援機関とのチーム支援が重要であると考える。 
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